
廃棄物が地下にある土地の指定について 

 

   

 

 

概要：県が指定した最終処分場跡地等（指定区域）で土地の形質変更（盛土や掘削、構造物

の設置等）を行おうとする場合、県に対して事前に届け出ることを義務づけています。 
 
目的：ボーリング調査などの事前調査や適切な施工管理をせずに最終処分場跡地等の掘削等

を行った場合、廃棄物の分解に伴うガスや汚水の発生、廃棄物の飛散や流出などによ

り周辺環境に支障が生じるおそれがあることから、このような支障の発生を未然に防

止することを目的としています。 
 
指定区域：過去に廃棄物の埋立地として使用していた土地であって法の施行（昭和 46 年 9

月 24 日）以降に廃止した最終処分場や廃棄物の封じ込め等を行った不法投棄現場

等が指定の対象となります。 
 
○廃棄物が地下にある土地の形質変更の届出制度 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）第 15 条の 17 第１項の規定によ

り、県が指定した過去に廃棄物が埋め立てられた土地（以下「最終処分場跡地等」という。）

において、掘削などの土地の形質を変更する場合には、事前に届け出ることが必要となり

ます。 
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②土地の形質変更の届出 
（法第 15条の 19 第１項） 
＊工事着手 30日前まで 

①指定区域として指定・公示 
（法第 15条の 17 第１項） 

基準に不適合の場合 
［施行基準］ 
廃棄物の飛散流出 
ガス発生防止対策 
汚水対策 
土砂による覆いの機能維持等 

基準に不適合な施工 
生活環境への支障又はそのおそれ 

（届出後 30 日経過） 
土地の形質変更の施工 

③計画変更命令 
（法第 15条の 19 第４項） 
＊受理後 30 日以内 

④措置命令 
（法第 19条の 10 第１項） 

受理 


